
⽇ 本 学 ⽣ オ リ エ ン テー リ ン グ 選 ⼿ 権 ロ ン グ・ ディ ス タ ン ス 競 技 部 ⾨   

競 技 者 数 及 び そ の 配 分 に 関 す る 規 則   

  

  

第 1 条   ⽬ 的   

1. こ の 規 則 は、 ⽇ 本 学 ⽣ オ リ エ ン テー リ ン グ 選 ⼿ 権 （以 下、 イ ン カ レ と 略 す） 実 施 規 則 第 ４ 条 第 ３ 

項 に 基 づ き、 個 ⼈ ロ ン グ・ ディ ス タ ン ス 競 技 （以 下、 ロ ン グ と 略 す） の 競 技 者 数 及 び そ の 配 分 の 

⽅ 法 を 定 め る も の で あ る。   

    

第 2 条   競 技 者 数 と 配 分 の 対 象   

1. 競 技 者 数 は、 男 ⼦   60   名、 ⼥ ⼦   30   名 と し、 こ れ を 第 ３ 条 及 び 第 ４ 条 の ⽅ 法 に よ り、 各 地 区 学 連 に 

配 分 す る （地 区 学 連 枠）。   

2. 前 年 度 ロ ン グ 6 位 ま で の 者 で、 イ ン カ レ 実 施 規 則 第 ４ 条 第 １ 項 の 参 加 規 定 を 満 た す 者 は、 前 項 の 競 

技 者 数 と は 別 に 出 場 資 格 を 得 る （前 年 度 個 ⼈ 実 績 枠）。   

    

第 3 条   競 技 者 数 配 分 ⽅ 法 （男 ⼦）   

1. 学 連 枠   

12   名 を 各 地 区 学 連 に ２ 名 ず つ 配 分 す る。   

2. 前 年 度 実 績 枠   

48 名 を 前 年 度 男 ⼦ ロ ン グ の 実 績 を 基 に、 以 下 の 式 に よ り 各 地 区 学 連 に 配 分 す る。   

地 区 学 連 の 前 年 度 実 績 枠 の ⼈ 数   ＝   

（当 該 地 区 学 連 前 年 度   30   位 以 内 の ⼈ 数） ／ （前 年 度   30   位 以 内 の 総 ⼈ 数） ×48   

但 し、 ⼩ 数 点 以 下 は 原 則 と し て 切 り 捨 て、 48   名 に ⽋ け る ⼈ 数 分 に つ い て は、 ⼩ 数 点 以 下 の   数 値 

の ⼤ き い 地 区 学 連 か ら 順 に 配 分 す る。   

  

第 4 条   競 技 者 数 配 分 ⽅ 法 （⼥ ⼦）   

1. 学 連 枠   

6 名 を 各 地 区 学 連 に １ 名 ず つ 配 分 す る。   

2. 前 年 度 実 績 枠   

24 名 を 前 年 度 ⼥ ⼦ ロ ン グ の 実 績 を 基 に、 以 下 の 式 に よ り 各 地 区 学 連 に 配 分 す る。   

地 区 学 連 の 前 年 度 実 績 枠 の ⼈ 数   ＝   

（当 該 地 区 学 連 前 年 度   15   位 以 内 の ⼈ 数） ／ （前 年 度   15   位 以 内 の 総 ⼈ 数） ×24   

但 し、 ⼩ 数 点 以 下 は 原 則 と し て 切 り 捨 て、 24   名 に ⽋ け る ⼈ 数 分 に つ い て は、 ⼩ 数 点 以 下 の 数 値 の 

⼤ き い 地 区 学 連 か ら 順 に 配 分 す る。   

    



第 5 条   地 区 学 連 内 で の 選 出 ⽅ 法   

1. 各 地 区 学 連 内 で の 競 技 者 の 選 出 ⽅ 法 は、 各 地 区 学 連 の 任 意 と す る。   

2. 第 2 条 2 項 に よ る 競 技 者 は、 前 項 に よ る 選 出 ⽅ 法 に よ ら ず 出 場 資 格 を 得 る。   

    

第 6 条   ⽋ 員   

1. 各 地 区 学 連 は、 申 込 み の 時 点 で ⽋ 員 が あ る 場 合、 主 管 者 に そ の ク ラ ス と ⼈ 数 を 報 告 す る   

2. 第 2 条 2 項 に よ る 競 技 者 が、 選 ⼿ 登 録 名 簿 に 記 載 さ れ な い 場 合、 も し く は ⽋ 場 の 報 告 を 受 け た 場 

合、 そ の 分 は ⽋ 員 と す る。   

    

第 7 条   発 表   

1. 技 術 委 員 会 は、 前 年 度 ロ ン グ 終 了 後 速 や か に 次 年 度 の 各 地 区 学 連 競 技 者 数 を 計 算 し、 そ の 結 果 を 

す べ て の 地 区 学 連 及 び ⽇ 本 学 連 事 務 局 へ 通 知 し な く て は な ら な い。   

    

第 8 条   改 正   

1. 本 規 則 の 改 正 は 総 会 の 議 決 に よ る。   

    

第 9 条   施 ⾏   

1. 本 規 則 は、 2005 年 4 ⽉ 1 ⽇ よ り 施 ⾏ す る。   

2. 本 規 則 は、 2021 年 9 ⽉ 20 ⽇ よ り 改 正 施 ⾏ す る。   

  

  

2003 年 11 ⽉ 15 ⽇   制 定   

2011 年  0 6 ⽉ 05 ⽇   改 正   

2016 年  0 3 ⽉ 14 ⽇   改 正   

2021 年  0 9 ⽉ 19 ⽇   改 正   

  

  


